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令和７年８月     真鶴町教育委員会定例会     会議録 

 

期   間：    令和７年８月 25日 （月）   午後３時 30 分より 

 

場   所：    真鶴町民センター 第２会議室 

 

出 席 者：    纐纈 教育長、瀧本 委員（教育長職務代理者）、 

松野 委員、岡田 委員、髙橋 委員、 

清水 教育課長、上甲学校建設担当課長、 

塩田 学校建設専任課長兼指導主事、 

飯島 学校教育専任課長兼指導主事、 

青木 課長補佐兼教育総務係長、大竹 社会教育係長、 

書記：板川 主事 

 

欠 席 者：    なし 

 

傍 聴 者：    なし 

 

議事 

１ 教育長のあいさつ 

 

２ 協議事項 

 

（１）令和８年度教科図書採択について 

（２）2025年度真鶴町体育競技優秀選手等表彰候補者について 

（３）その他について 

  

３ 報告事項 

 

 〇 令和７年度８月行事報告・９月行事予定 

  〇 学校教育関係 

  〇 社会教育・生涯学習関係 
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纐纈教育長：    それでは皆さんお揃いですので、始めていきたいと思います。た

だいまの出席者数は５名です。地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律に定める定足数に達しておりますので、これより令和７年度

真鶴町教育委員会８月定例会を開会いたします。 

改めまして皆さん、こんにちは。 

 

全委員：    こんにちは。 

 

纐纈教育長：    まだまだ暑い日が続いております。お忙しい中、今日もご出席を

いただきまして誠にありがとうございます。夏休みも残り１週間と

なりました。夏休み期間中、社会教育は本当に事業が次々とあり、

大変でした。今日もプール開放が最終日で少しのぞきに行ったので

すが、学童の子なども含めて 54 名のお子さんたちがプールで楽し

んでいたということで、やはり真鶴の子どもたちにとって、この夏

のプール開放は本当に貴重な、自分を表現するという、楽しめる場

所なのだなと思っておりますので、いろいろと課題はありますが、

何とか来年度以降も続けられると嬉しいかなと思っています。社会

教育は今日の夜にプランクトンの観察会があり、明後日が清川村に

行ってカヌー体験で夏休みが終了なのですが、本当にお疲れ様と声

をかけたいと思っております。学校教育も子どもに関する事故等に

ついては、まだ１週間ありますが、特に報告は上がってきておりま

せん。先生方も先週から研修等が始まりまして、２学期の準備を進

めていられるのかなと思っております。順調に２学期がスタートで

きるように、教育委員会としてもしっかりとサポートする必要があ

る、そんなふうに感じております。 

あと、１つだけ。私も一昨日インクルーシブ教育の推進フォーラ

ムに少し参加させてもらいまして、２、３時間ぐらいのイベントだ

ったのですが、いろいろな事例発表やいろいろな人の考え方を聞か

せてもらって、そこで感じたことが２つありました。１つは、真鶴

町は幼小中一貫教育をやっているのですが、教育のベースは幼児教

育にあるのではないかなと実は思っていて、それは対する大人が、

子どもが本当に「ひらがなを覚えました」「こんなことできるよう

になった」「友達と一緒に遊んでるよ」など、そういうのを純粋に

我々大人が喜べる。そういう気持ちというのはやはり小学校に行っ

ても、中学校に行っても、どこの発達段階にいっても、それは同じ

なのだから、その幼児教育の考え方を小学校、中学校の先生方にも

やはりきちんとそこを伝えていくのが教育委員会としての１つ、重
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要な役割ではないかなと感じたこと。あと、もう１つはテーマとし

て、『子どもの思いから考える』というのが副題として付いていた

のですが、大人が子どもの、学校の先生が子どもの思いを汲み取る

のは、僕は現実的には難しいだろうなと思っていて、20 人、30 人

いる全員の思いを汲み取る。当然、考え方も違うわけなので難しく

て。やはり教員や大人にとって大事なのは子どもと一緒になって考

えたり、悩んだりなどする。そういう姿勢なのではないかなと。だ

から、大人が上にいて子どもが下にいて、子どもの意見を吸い上げ

るのではなくて、僕は同じ立ち位置の中で子どもと一緒に悩める、

喜ぶ、笑える、泣けるという、そういう先生方が増えてくれば、き

っと真鶴の子どもたちは大丈夫だろうなと、そんなことをフォーラ

ムに参加して思った次第でございます。 

最後に、いろいろと自分の身の回りで起きていて複雑な思いもあ

りますが、とにかく教育行政を止めないで粛々と進めていきたいと

思っておりますので、これからも教育委員の皆様方のご協力を、ご

支援をよろしくお願いしたいなと思っております。今日もどうぞよ

ろしくお願いいたします。それでは次第にそって、今日も議題を進

めてまいりたいと思います。 

それでは協議事項（１）令和８年度教科用図書採択について、事

務局から説明をお願いいたします。 

 

青木課長補佐：    はい。それでは資料１をご覧ください。令和８年度使用小学校教 

兼係長    科用図書一覧表。２枚目が令和８年度使用小学校特別支援学級用一 

般図書一覧表。３枚目が令和８年度使用中学校教科用図書一覧表と

なっております。小学校に関しては一昨年、中学校に関しては昨年

度、採択替えをして継続して使うため、同じ教科書で書いておりま

す。義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第 14 条

で「義務教育諸学校において使用する教科用図書については、政令

で定めるところにより、政令で定める期間、毎年度、種目ごとに同

一の教科用図書を採択するものとする」となっております。また、

学校教育法の中で、小学校特別支援学級用一般図書におきまして

は、それぞれ小中学校から在籍する児童生徒一人一人の障がいや発

達状況に応じて、各学校において選定した図書を教育委員会でそれ

ぞれに採択するものとなっております。資料１の中で、２枚目が小

学校から上がってきました支援学級用一般図書一覧表となっており

ます。中学校に関しては「特にございません。」とのことで書いて

おりません。小中学校は採択替えで決定しておりますので、２枚目
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の小学校特別支援学級用一般図書の、要望の一般図書についてご審

議をよろしくお願いいたします。以上です。 

 

纐纈教育長：    はい。ありがとうございます。来年度使う教科用図書ということ

で、昨年、一昨年と小学校、中学校の採択を迎えて、委員の皆さん

に協力を得たわけですが、今日は２枚目の特別支援学級用の図書に

ついて、ご意見をいただければということでよろしいですか。 

 

青木課長補佐：    はい。 

兼係長 

 

纐纈教育長：    今説明がありましたが、皆さんからご意見ご質問があればお願い

いたします。特にございませんでしょうか。それでは特に無いよう

でしたら、質疑終了ということで挙手により採択をしたいと思いま

す。それでは、この一覧表に載っております原案のとおりとするこ

とに賛成の方は挙手をもってお願いしたいと思います。 

 

全委員：    （全員挙手） 

 

纐纈教育長：    ありがとうございます。全員賛成とみなします。 

それでは協議事項（２）2025 年度真鶴町体育競技優秀選手等表

彰候補者について、事務局から説明をお願いいたします。 

 

大竹係長：    はい。それでは資料２をご覧ください。真鶴町スポーツ優秀選手

等表彰要綱の規定に基づきまして、真鶴町スポーツ協会より表彰候

補者の推薦書が提出されました。表彰候補者氏名は丸山心音
こ こ ね

さんで

す。適用条項につきましては、第４条第２号該当ということで教育

長表彰に該当します。要綱第４条第２号は「県規模で開催される大

会に参加し、３位以上の成績をおさめたもの」という規定でござい

ます。１枚おめくりいただきまして、一覧をご覧ください。成績に

つきまして説明いたします。『第 62 回全国中学校スキー大会神奈川

県選考会』第１位という成績を収められました。競技につきまして

はスキーアルペン競技の女子ジャイアントスラローム（大回転）で

１位を獲得されたものでございます。丸山心音さんにつきましては

昨年度の当該当者の対象になっており、昨年度は同じ競技で第２位

の成績を収めたということで教育長表彰を受けられております。再

表彰の関係ですが、表彰要綱第６条に「表彰を受けた者で、更に表
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彰する理由が生じた場合は重ねて表彰することができる。ただし、

同一の大会における同一の種目である場合には、同一の順位以上で

あることとする」とあります。今年度は第１位という成績を収めら

れておりますので、重ねて表彰をさせていただきたいと考えており

ます。なお、神奈川県選考会の実施要項及びリザルトにつきまして

は、神奈川県中学校体育連盟の方に今資料を請求しておりますが、

理事長が他の競技の全国大会の視察に出ていて明日帰られるという

ことで、まだ資料をいただけておりません。ただ本日、補助資料と

いたしまして、選考会における賞状と全国大会に出場した時の開催

要項。そして、選手団の名簿を添付いたしました。最後に付けてお

ります『神奈川県選手用 開催要項』を１枚おめくりいただきます

と、右のページにジャイアントスラロームの女子代表選手の６番目

の欄に丸山心音さんのお名前がございますので、それをもって参考

にしていただきたいと考えております。説明については以上でござ

います。 

 

纐纈教育長：    はい。ありがとうございます。昨年度に引き続きの表彰というこ

とで素晴らしいことですね。皆さんからご意見ご質問があればお願

いいたします。これは認められれば、表彰式は。 

 

大竹係長：    はい。町民運動会の開会式で表彰をさせていただきたいと考えて

おります。 

 

上甲学校建設：    資料に実施日と、全国大会の成績は備考欄に書いておいた方がい 

担当課長    い。全国大会の成績は表彰対象になるので参考に。 

 

大竹係長：    はい。全国大会も表彰対象なのですが、今回、丸山さんについて

は「記録なし」で、残念ながら順位がついてないです。 

 

纐纈教育長：    全国の方は少し残念な結果で終わったということですね。 

 

大竹係長：    そうですね。記録なしで終わってしまったようです。 

 

纐纈教育長：    でも、県内で１位ということで立派ですね。 

 

清水課長：    すみません。要綱が付いてなかったので、本当はそれに基づいて

というところをつけてください。 
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纐纈教育長：    こちらの表彰要綱を。 

 

清水課長：    はい。 

 

纐纈教育長：    委員の皆さんからはいかがでしょうか。それでは特に無いようで

したら、質疑を終了といたしまして挙手により採択したいと思いま

す。原案のとおりとすることに賛成の方は挙手をもってお願いいた

します。 

 

全委員：    （全員挙手） 

 

纐纈教育長：    はい。ありがとうございます。全員賛成と認めます。原案のとお

り決定いたしました。 

では、次第にある協議事項は（２）まで進みましたが、（３）そ

の他として委員の皆さんから何かありましたらお願いします。は

い。瀧本委員お願いします。 

 

瀧本委員：    はい。先月からの町長のチラシ、あるいは議会での答弁等の中で

教育委員として見過ごすことができない内容が多々ありましたの

で、私としては、あそこにかかれたことが理由で教育長が再任され

ないのでしたら、地方教育行政組織及び運営に関する法律第 10 条

の規定で、教育委員会と地方公共団体の長の同意を得て辞めなけれ

ばいけないと思います。その理由としては「教育長と考えが違う」

と言われていることをまず１つ挙げたいと思います。教育委員会は

合議制を取っています。それは多数決で、教育長が何かを決めるこ

とは今まで一切なかったわけです。ただ、ここの教育委員会の合議

制の中で決定されたものを、代表として教育長があちらこちらでお

話を伝えていく流れが教育委員会制度の基本だと思います。それに

対して、教育長と考えが違うということは、そこの教育委員会と考

えが違う。私たちが決めていることと考え方が違うと捉えてしまい

ました。それで議会の中でも、新聞報道にもありましたが、後任の

選任理由として「従来型ではなくて、今度は先端的教育」というよ

うな話が出ています。イコール私たちは、今までの教育委員会でや

っていたことは従来型でということで、それを否定して先端的な教

育にしたいのだと。そうだとしたら、私たちとしては「その先端的

教育とは、具体的に何を示しているのか」。それを聞ける権利はあ
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ると思うのですね。それはぜひ教えていただきたいです。そういう

ものが無いとしたら、ただイメージだけで言うとしたら、それはそ

ういうふうに伝えてほしいのです。その上でまた判断したいと思い

ますが、今それが伝わってきてないということで、教育長と考え方

が違うということは、合議制である教育委員会と考え方が違う。つ

まり、私たちは従来型で、町長がめざしているものとは違うのだと

すると、もう同じように教育長と一緒に辞めざるを得ないだろう

し、これ以降、教育長の考えと同じ人しか入れないとしたら、それ

は本当に真鶴町の教育行政として民主主義に則ってできるのかと思

うと、私は難しいと思っています。 

それから学校建設のことについても、学校建設のことはもう何年

も前から行っていて、もう『熟議』という言葉をすごく大切にしな

がら、その答申案を作ってきたのですね。答申案が出て、教育委員

会でもある程度ステップアップを決めていって、それが町長にも出

されてきたと思います。今まで学校建設準備委員会で熟議をしてき

た。つまり、町民の代表の人たちがいろいろなアイディアを、知恵

を絞りながら作ってきたその答申案について、これまでに検討され

てきたこと、あるいはそれを基に教育委員会で決定されてきたもの

が変更される可能性を指摘しているわけです。それを私としては

『熟議』をどういうふうに考えて、それを大事にしていこうとする

のか。「次の教育長に任せる」というような話も書いてありました

けど、次の教育長がどういう考え方をもって、それをやろうとして

いるのかをはっきり私たちに示さないで、「もう次の教育長が決め

るのだよ。」ということだとすると、今までの話し合いは全て無し

にする。あるいは、それは新しい教育長の考えで変えることができ

るのだと認めていくと受け取ってしまうので、それはこれまで学校

建設でも教育委員会の中でも進めてきた立場としては、これ以上は

一緒にできないと考えました。それを皆さんには同意をしていただ

きたいなと思います。そこはぜひ町長には私たちの意見として伝え

て、どういう返事が返ってくるか分かりませんが、それによって私

の納得ができるような返事をいただけるようでしたら、また考えま

すが、今までのチラシや議会の答弁や新聞報道など、現状を見る限

りはもう無理ではないかと思っているので、すみませんが、皆さん

には同意をいただきたいと思っています。以上です。 

 

纐纈教育長：    はい。大変重い言葉でありがたい部分もあるし、自分のことで、

ここで進行を務めるのは少ししづらいなというのが正直あるので、
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事務局の方でどなたか回していただけませんか。 

 

清水課長：    はい。今「事務局の方で。」というお話がございましたので、ま

ず私の方でこの件に関して、中で少しお話を聞いていけたらと思い

ますので、よろしくお願いします。今、瀧本委員からお話があった

のですが、これに対して松野委員が思ったことを。 

 

松野委員：    そうですね。先ほど、ここで事前にいろいろ思いを語っていたの

ですが、任命権は町長にあるので、それを変えるのは職務権限とし

てもっているわけですから、それはそれでいいのですけど。この書

き方や話し方を直接聞いているわけではないのですが、教育長が否

定されていることは「教育委員が否定されている」と僕らは捉えて

います。教育長は「我々の代表」というイメージをもっていますの

で、ここで決めていることは、教育長だけで決めているのではなく

て、彼の単独の意見ではなくて、合議で決めているわけですので、

そこが否定されているのだなという思いを、非常に強く思っている

ということです。 

 

清水課長：    はい。ありがとうございます。では次、岡田委員お願いします。 

 

岡田委員：    最初に見た瞬間に、今回の町長のやり方は大分子どもっぽいなと

は少し思いました。これはここに書いて皆に配る物ではなかったの

ではないかなと思っています。今の松野先生と同じく、ここで決ま

ったことを教育長が報告をしていくわけですから。その意味では同

じくと思っています。 

 

清水課長：    はい。ありがとうございます。次に、髙橋委員お願いします。 

 

髙橋委員：    私も、ここが始まる前に話に参加していたのですが、松野先生と

同意見ではあります。このチラシを見た時に、自分のことだけを何

か要望していることで、納得できないことばかりではあります。こ

の思いの中、瀧本先生が辞職の話だったので、突然のことで少し前

のめりですけど、納得はできません。 

 

清水課長：    はい。ありがとうございます。教育長は自分のことに関係するの

で、少し厳しいとは思うのですけど。ご意見としては。 
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纐纈教育長：    これを見て、本当に率直に「こういうことを平気でやられる方な

のだな。」と思いました。給食云々などは二の次で、今も進んでい

ることなので問題ないのですけど。「こういうことをやるのは、や

はり人としてどうなの。」というのが一番の思いです。当然 11 月が

任期なのはもう誰でも分かっている話なので、町長なりのガバナン

スという言葉を町長は使っていますが、教育の方にもやはり自分の

思いを実現させたいと。それはそれで政治家としてあるのは当然か

なと思いますが、こういう教育をしていきたいのだということか

ら、次は別の教育長を考えているのだと。少なくとも事前に打診で

もあれば、「それはそうですか。私ではちょっと力足らずでした。」

と納得できるところはあるのかも知れないのですが、もうまったく

そういった話は一切、自分の進退についてはしていない中で、最初

にこれが出たのは「株主ミーティングで、そういう発言があっ

た。」とチラっと聞いて、こんなチラシが配られて、議会でのあの

発言のスタンスも、そういうスタンスだったなと私も感じました

が、そういうのは組織を動かしていく上でどうなのだろうなと率直

に私は思いました。学校建設に関して言えば、「本当にこの３年ち

ょっとは一体何だったのだろうな。」という強い思いがあって、別

に自分の思いが全て新しい学校に反映されるとは思ってないし、し

ようとも思ってないのですが、本当にいつも言ってきた町民の声、

先生の声、子どもたちの声を、積み上げてきたものを少しでも実現

したいなということで今、設計段階に入っているわけです。本当に

それは瀧本委員が言ってくださったように『熟議』と言えたかは分

からないですが、素人なりに積み上げてきたものを、こういうやり

方で変更しようとすることについて、そのこと自体が私としては納

得できないところはありますね。 

 

清水課長：    はい。ありがとうございます。今、瀧本委員からは町長に「先端

的教育とは何か」と「次の教育長がどういう考えの方なのか」とい

うことが示されてないとお話があったかと思います。その中で逆

に、町長に確認する場を設けた方がいいのかというところもあるの

ですが、その場がどういう場がいいのかと思います。例えば、教育

委員会定例会。それがいいのか分からないのですが、来ていただく

のがいいのか。それとも、総合教育会議を開いていただいて、その

中で話した方がいいのか。あとは、それ以外にも何か上手くそうい

う所で確認をした方がいいのかと感じたのですが、そこについて瀧

本委員は、どこかで何かを聞く所がほしい。聞かないと、なかなか
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進まないというところでよろしいですか。 

 

瀧本委員：    今の状況からすると、明らかに力関係が違う。向こうは町長とし

て、本来あるべき教育行政の中立性に入り込んで関与してきている

わけです。そういう人が開く会議に対して、私たちが入った場合

に、その場で話をされたことが「OK ですね。」という話になってし

まうと思うのです。もう立場が違うから。だから、その会議をやる

こと自体が果たしていいのかと、私が悩んでいるところはありま

す。自分なりの結論としては「これは辞職だろうな。」と思って、

それで皆さんに同意していただこうと思って来たのですけど。具体

的に、もう町長が「教育長との考えが違う。」と言った時に「その

考えとは何なの。」と。それは私だけではなく、町民も知りたいわ

けです。ぜひ、そこは「町長は町民に当然、示さなくてはいけない

のですよ。」ということは伝えたいです。だから、どういう場で伝

えても構わないと思います。私たちだけではないのだと思うのです

ね。それと同じように、従来型の教育あるいは先端的教育ともう言

い切っているわけで、「じゃあ、それは何なの。」と誰も聞いてない

ではないですか。それこそ、やはり町民が「これからの教育」と考

えた時に聞きたいところなので、町長の考えている先端的教育につ

いても、ぜひ町民に伝えてほしいなと。その具体を聞かせていただ

かなければ、とても納得もできないし、これ以降も教育行政が中立

的な立場で進められていくのか。とても不安に思いといます。町長

にはぜひ町民に向かってその考え方の違い。それから新しく考えて

いる先端的教育。それから学校建設についての考え。それを伝えて

ほしいなと思います。教育委員だけではなくて町民全てに。あのよ

うにチラシを配っているわけですから。同じようにチラシでもいい

だろうし、それが私の気持ちです。 

 

清水課長：    ありがとうございます。今、論点としては多分立場などもあるの

でというところで、そういう会議などのお話も出ていたのですが、

皆さんもそうでしょうか。ただ、私はそういう会議であれば正式に

いろいろ記録が残って公開もされるものなので、どうかなという。

あと、今の瀧本委員の話ですと、そのタイミングというのは教育長

と一緒にという。今の状態でそのままの話、そういう説明もなけれ

ば教育長と一緒にというタイミングということでしょうか。 

 

瀧本委員：    そこの具体はまだ決めていませんが、まずは町長のお考えを聞き
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たいのが１つです。それで教育委員だけではなくてというのも。 

 

清水課長：    ありがとうございます。教育委員として「まず、こういう話があ

りました。」というところで、そこの真意ですか。内容について

「どういうタイミングで、どういうふうに」というのもそうです

が、「話を聞いて外に出してください。」という話はできるかとは思

います。ただ、その時にこちらで説明を受けなくてもいいですか。

それとも、やはりきちんとお話を聞いた方がいいか。他の委員はど

うでしょうか。松野委員はどうでしょうか。 

 

松野委員：    どちらがいいのですか。文章できちんと残してもらえるものの方

が。文章でも読み取り方によって、いろいろ解釈の仕方が出てきて

しまうのですが、「言った。」「言わない。」などの言葉だと残らない

ので、何か残るようなものはどうなのでしょうか。 

 

清水課長：    なので、教育委員から質問状を町長に出して、正式に文書でもら

う形でしょうか。「教育委員としての質問」ということで正式に文

書で町宛てに出して、そこで正式にきちんと回答、文書でもらうこ

とでよろしいですか。そうしたら、質問事項は先ほど言っていた

「先端的教育の話」や「次の教育長の考え方」などの話をまず説明

してくださいという形でしょうか。 

 

瀧本委員：    自分の思いがどういうふうに言えば伝わるか、すごく考えたので

すね。普通に言っても、先ほども言いましたけど、かなりの力関係

があるから。こんなのはスルーされればもう終わりなのです。私は

もう覚悟を決めて「辞めます。」と言ったので。ある面、教育委員

も同じような考え方をもっておられるので、それを基にして、向こ

うにも覚悟を決めて回答してもらうことをしていただけると非常に

ありがたいです。 

 

上甲学校建設：    質問の要旨は、まず「教育長の協力が得られなかったことについ 

担当課長    て具体的に何ですか」や、先ほど瀧本委員が言われていた「考え方 

の違いとは具体的に何ですか」と「先端的な教育とは何ですか」。

その前段としては、「教育委員会は合議制で、これまで培ってきた

教育長の考えは教育委員会の考えである」などが挙げられたと思い

ますけど。 
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清水課長：    他にも何か「いや。これは質問しておいた方がいいよ。」などあ

りますか。今出ているのが、まず１つ目が「教育長の協力が得られ

なかったことについて具体的に何なのか」。２つ目が「先端的な教

育の考え方の違いは何か」。 

 

松野委員：    「従来型の教育とは何か」というところから聞いてみないと。 

 

清水課長：    はい。 

 

塩田学校建設：    町長は特に『対話』を掲げられていますが、本当に町民の声を積 

専任課長    み上げてきた、あくまでも基本方針・基本計画を自分の考えで変更 

しようとしていることに対して、自分の考えを優先して進めている

のではないのかと考えてしまいます。 

 

清水課長：    ありがとうございます。今出された意見をまとめる形で進めてい

ただければと思いますのでよろしくお願いします。それでは教育長

にお返しします。まだ。はい。 

 

瀧本委員：    確認です。先ほど松野委員も言っていましたが、私たちは別に町

長の人事について「何かを辞めさせないでくれ。」など、そういう

ことを言っているわけではまったくありません。それについてはも

う町長の権限なので、一切そこについては言いません。ただ、その

理由や教育委員会の合議制であることなど、先ほども言ってくださ

った、そこについて、とても不信な部分があるのでお答えしていた

だきたいということです。 

 

清水課長：    はい。ありがとうございます。 

 

松野委員：    例えば、美術館の問題もそうではないですか。新聞でしか僕らは

知らないのだけど、「収蔵品を遺族に返しますよ。」という話がここ

の場で出てきていない。タイミングの問題もあるかも知れないので

すが、そういうのが出てない中で頭ごなしに、そういう話はどうな

のと思うわけです。この改修が止まった段階で「やめてしまうの

か。潰してしまうのかな。」というイメージを僕は少し思ったこと

があるのですが。できないなら、そういう思いをもっているのか

な。要は、株式会社ではないけど、利益だけを追及するようなイメ

ージしかないけど、教育は金がかかるのだと思うのです。未来への
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投資をしているわけだから。それを財政面ももちろんひっ迫してい

る中で、いろいろ考えなくてはいけない部分もあるのでしょうが、

その折り合いをつけていくのが委員会であったり、財務であったり

するのだと思いますけど、そういうのがなくて自分の思いだけでポ

ーンと来られてしまうと非常に不信感をもつわけですね。民主政治

が、何か民主主義というのが否定されているような気がしてならな

い。所詮、無い知恵を絞ってやっているわけだから、それはそうか

もしれないのだけど、でも、無いなりに「こうしましょう。ああし

ましょう。」と、それを吸い上げてもらわなくてはいけないと思い

ます。対話集会を開いても、結局は「話を聞いたよ。」というだけ

で「聞いたけど、こうだよ。」という。前回の話の続きになってし

まうけど、合意形成のプロセスで何も示さないで「聞くだけ聞いた

よ。でも、こうだよ。こういうふうにしますよ。」と、それは話に

ならないと思いますね。そういう思いを僕は非常にもっているので

す。それは前回の公共施設のところでも言いましたが、「合意形成

のプロセスが作れない。」と言いました。「見せられない。」という

回答があったので、やはり自分の思い通りにならないと駄目なのだ

ろうなというイメージをもっています。ぜひ文章できちんと回答し

てもらわないと納得できないと思います。 

 

上甲学校建設：    今、松野委員が言われた教育施設の管理運営に関することは法律 

担当課長    上、教育委員会の決議事項です。それと給食に関することも法律 

上、教育委員会の決議事項です。ですから、教育委員会の決議事項

として法律で定められたことに関して、町長がこちらに説明するこ

となく決めていくのは。 

 

松野委員：    おかしいですよね。 

 

上甲学校建設：    政治的介入と言わざるを得ないというような場面も見られるので

担当課長 すが、どうでしょうか。     

 

松野委員：    どうですかね。でも、ここでも「教育分野は私が直接指示はでき

ない仕組みになっています。」と言いながら越権行為をやっている

わけでしょう。思いと、町民が話す言葉と、立場として町長として

話す言葉とは重みが違うはずなのですね。その辺も少し個人的には

入れてもらいたいような気がするのですけれど。 
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清水課長：    ありがとうございます。他の委員はいかがでしょうか。いいです

か。今、いろいろお話をいただいたところをまとめていただいて提

出するということですね。では、教育長にお返しします。 

 

纐纈教育長：    はい。ありがとうございました。突然、進行を振ってしまって申

し訳ございません。では協議事項で、その他が１本出ました。他に

事務局や委員の皆さんから何かあれば取り上げたいと思いますが、

いかがでしょうか。よろしいですか。協議事項は無いですか。 

では、報告事項に入りたいと思います。まず、１か月の月予定か

ら学校教育、社会教育、続けてお願いいたします。 

 

青木課長補佐：    はい。では、教育総務の８月からお願いします。15 日に学校建 

兼係長    設準備委員会があり、基本計画の委託受託者であります会社の方か 

ら「いろいろ、こういうことで考えています。」とご紹介をいただ

きました。18 日には児童生徒指導研修会。本日、定例会。30 日土

曜日に『教育を語り合う会 2025』を開催します。詳細について

は、後ほど塩田の方から説明があると思います。 

裏面をご覧ください。９月１日から幼小中２学期が始まります。

学校建設に関して９日に中学校、24 日に小学校で基本設計教員ワ

ークショップを開催します。28 日には『教育を語り合う会 2025』

第２回目を開催します。29 日が定例会の予定です。以上です。 

 

纐纈教育長：    続いて、社会教育をお願いします。 

 

大竹係長：    はい。それでは社会教育・生涯学習です。８月をお願いいたしま

す。３日には親子木工教室を開催いたしました。神奈川土建の皆様

のご協力を得まして、19 組 38 名の親子が参加しました。本立て、

椅子、飾り棚となどを作成いたしました。５日には観光大使でもあ

る岡本美鈴さんを講師に、フィンスイミング教室を開催しました。

45 名の児童が参加しております。６日には小学４年生から６年生を

対象に１日図書館員を開催し、２名の児童が参加しております。図

書の貸し出し、図書の検索など図書館の仕事を体験しております。

同事業は９日土曜日にも開催しております。７日には海と山の子ど

もたちの交流会で、今年度は安曇野市を訪問させていただきまし

た。20 名の児童が参加をしまして、夜間の昆虫観察会あるいは川遊

びなどをとおして交流を深めております。同日には海の学校で泉み

つわクラブをお招きし、13 名の参加をいただきました。また記載が
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ありませんが、同日に小学１年生から３年生を対象に図書館探検ツ

アーを開催しました。内容的には１日図書館員と同じようなもので

ございます。10 日の海のミュージアムに関しては、天候の関係で中

止としております。12 日には美術館学芸員を講師に子どもアート教

室を開催しました。32 名の児童が参加いたしました。今年度は石を

キャンバスに見立てて絵を描く。あるいは石の形に合わせた絵を描

きこむ事業といたしました。作品については、10 月末から 11 月上

旬にかけて開催される町民文化祭に出品予定でございます。13 日に

は町民運動会運営委員会を開催し、今年度の競技内容などを協議し

ております。18 日には人権教育研修会で、横浜地方法務局西湘二宮

支局の加藤真琴民事専門官を招き、『インターネットと人権』をテ

ーマにご講演をいただきました。29 名の参加をいただいておりま

す。19 日には夜のプランクトン観察会を岩漁港で開催をしました。

15 組 30 名の親子に参加いただいております。また、同日には社会

教育委員会議臨時会を開催いたしました。20 日には小中学生グロー

バル人材育成事業で、今年度より小学５年生も対象に行うこととし

ました 17 名の児童が東京グローバルゲートウェイの施設で語学研

修を行っております。21 日には子ども陶芸教室の色付けを行いまし

た。人数が漏れておりますが、50 名の参加をいただいております。

22 日には海と山の子どもたちの交流会で、檜原村を訪問させていた

だいております。19 名の児童が、ます釣りや川遊びの体験をとおし

て交流を深めました。23 日にはグリーンエイド真鶴のお林清掃を行

いました。36 名の方々にご参加いただいております。24 日には海

のミュージアムを開催しまして、52 名の方に参加していただいてお

ります。また、本日はプール開放最終日です。あと、夜にプランク

トン観察会を開催する予定でございます。27 日には子どもおもしろ

体験隊で、清川村にカヌー体験に行ってまいります。29 日には放課

後子どもいきいきクラブ運営委員会を開催しまして、２学期のメニ

ュー等について協議をいたします。 

裏面をお願いいたします。９月でございます。３日には自治会教

育体育部会・生涯学習実践委員打合せ会を開催しまして、後期成人

学級の内容について協議いたします。４日には自治会教育体育部

会・体育部長会を開催しまして、町民運動会の組合せ抽選を行う予

定でございます。７日には PAUL STAR MUSIC の KASUMI 先生をお招

きし、リトミックの体験を内容とした子育て学級を開催します。同

日には海のミュージアムを開催いたします。８日には海の学校で新

玉小学校の児童を迎え入れる予定でございます。９日には海の学校
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で平塚市の八幡小学校を迎え入れる予定です。10 日には小中学生グ

ローバル人材育成推進事業の中学２年生を対象とした事前説明会を

開催する予定でございます。17 日には社会教育委員会議を開催いた

します。19 日から放課後子どもいきいきクラブが２学期の活動を開

始いたします。22 日には絵画コンクール審査会を行う予定です。23

日には海のミュージアムを開催します。25 日には文化財審議委員会

を開催し、視察研修、文化財だよりの編集等について協議を行いま

す。27 日には子どもおもしろ体験隊で、５月に田植えを行った部分

の稲刈りを行うため、開成町に出向く予定でございます。以上でご

ざいます。 

 

纐纈教育長：    はい。ありがとうございました。学校教育、社会教育合わせてご

質問等あればお願いいたします。よろしいですか。では、それ以外

で事務局から報告はありますか。はい。お願いします。 

 

塩田学校建設：    はい。私から１点お願いいたします。委員の皆様のご机上に８月 

専任課長    30 日の『教育を語り合う会 2025 母校を作ろう』の A４サイズの 

縦に伸びるカラーのチラシを置かせていただきました。こちらは、

ただいま進めております新しい学校建設に向けて先生方、地域の

方々、子どもたちと意見を交わすワークショップの開催を知らせる

チラシでございます。今回のワークショップは全４回になっており

ます。学校の配置や学習環境のあり方を、設計者の東畑建築事務所

を中心としたチームと意見交換を行いながら、今後の基本設計に生

かしてまいりたい。そのような趣旨のあるワークショップとなって

おります。これまで学校づくりは、先ほどの『熟議』という言葉が

何度も使われましたとおり、町民の方々、先生方、子どもたちの声

を大切にしてまいりました。その取り組みの一環でございます。皆

の意見を聞くというところ、子どもたちの笑顔を、地域の方々の笑

顔を将来作っていく。そのような学校を作っていくために１人でも

多くの方々に参加してもらい、皆さんの声を聞かせていただきたい

なと考えておりますので、ぜひ教育委員の皆様にもご参加いただけ

ればと思い、ご案内いたします。どうぞよろしくお願いいたしま

す。以上です。 

 

纐纈教育長：    はい。ありがとうございます。ぜひ今まで２年間やってきたもの

とはまた少し違った、もちろん専門の人がファシリテーターで来て

くださることもありますが、もう１ランク高い次元の中で話し合い
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ができればいいなと思いますので、ぜひ委員の皆さんも都合をつけ

てご参加いただけるとありがたいなと思っております。よろしくお

願いします。ご質問等はよろしいですか。では、他に事務局から。

はい。お願いします。 

 

青木課長補佐：    すみません。２点お願いします。１点目が A４「写し」とあっ 

兼係長    て、８月 22 日付けの小中学校長への依頼文です。令和４年度から 

学校に留守番電話の録音は無いのですが、実施しておるところで

す。県が働き方改革の加速化宣言を行ったことに伴い、小中学校の

時間外における電話対応の時間を９月１日の２学期より、この記載

のとおりに変更することといたしました。学校の方にはマチコミで

保護者に流してもらうのと、紙ベースでも９月１日に子ども経由で

保護者に渡す予定でおります。 

２点目が、神奈川県市町村教育委員会連合会研修会。昨年度も綾

瀬市のオーエンス文化会館で開催されましたが、今年も日程が決ま

りました。正式な開催通知はこれから届き次第お渡しいたします

が、日程だけ先にお伝えいたします。11 月 14 日金曜日午後２時か

ら午後４時ごろまで。綾瀬市オーエンス文化会館の大ホール。演題

といたしまして、『令和の日本型学校教育を支える地方教育行政の

在り方について』で調整しているそうです。 

 

纐纈教育長：    はい。ありがとうございます。11 月 14 日は、オンラインはあり

ますか。 

 

青木課長補佐：    まだそこまで来ていないので確認します。 

兼係長 

 

纐纈教育長：    希望されれば、公用車を使用して皆で行くなどを考えています

か。まだそこは、これからですか。 

 

青木課長補佐：    公共交通機関だと時間がかかる場所なので。その辺も改めて正式 

兼係長    通知と一緒にご案内できればと思います。 

 

纐纈教育長：    はい。分かりました。そこはまた考えましょう。では今２点報告

がありましたが、よろしいですか。他には。 

 

瀧本委員：    すみません。お願いします。電話対応の時間変更の保護者の皆様
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へのことです。他所だと、３の「重大事態など、緊急を要する場合

には、真鶴町教育委員会にご連絡ください。」の後に、「内容によっ

ては、学校長にすぐ連絡がつきます」など何でもいいのだけど、委

員会に連絡した後、学校に繋がるのかという辺りを入れている所も

あるのです。必要に応じて検討してもらった方がいいかなと。委員

会で止まってしまうと思うのか。「そこで学校に伝わるのね。」とい

う話になるのかという辺りは。 

 

青木課長補佐：    はい。 

兼係長 

 

纐纈教育長：    はい。ありがとうございます。これはまだ出してないのですか。 

 

青木課長補佐：    来週なので、紙ベースではこれを使っているのですけど。 

兼係長 

 

瀧本委員：    では、いいです。 

 

纐纈教育長：    これはマチコミでも流す予定ですか。 

 

青木課長補佐：    マチコミで PDF を流す予定ですので、そこに一文追加で。 

兼係長 

 

纐纈教育長：    少し補足で入れるようにしましょう。 

 

青木課長補佐：    はい。 

兼係長 

 

纐纈教育長：    はい。ありがとうございました。他に何かお気付きの点はありま

すか。 

それでは特に無いようでしたら、これで全ての案件が終わりまし

たので、これをもちまして８月の教育委員会定例会を終わりにさせ

ていただきます。どうもありがとうございました。 

 

全委員：    ありがとうございました。 


